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○「議案第９６号 川崎市交通安全対策会議条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第９７号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営

利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定について」 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第１０４号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定について」 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊船舶給水の利用状況について 

本市では、海運合理化による乗組員の減少や船舶への海水淡水化装置の普及

により、給水サービスを利用する船舶が減少している。他都市においても同様

の状況と聞いている。 

＊給水事業に関する今後の対応について 

本議案により、岸壁の給水設備から行う直接給水を廃止するものであるが、

今後については自動給水や運搬給水による給水サービスにより対応する予定で

ある。給水事業については、他都市の例も参考にしつつ、効率的な事業実施に

努めていきたいと考えている。 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第１１１号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について」 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第１１４号 循環資源貨物用地の取得について」 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊用地取得後の活用について 

用地取得後、舗装工事を行い、オープンスペースの荷さばき地として供用し

たいと考えている。なお、荷さばき地内には、油水分離装置を配置し、循環貨

物資源であるスクラップを取り扱っていく予定である。 

≪意見≫ 

＊当該用地の取得の目的については理解している。近隣施設や時勢等を考慮し、有

効活用を図ってほしい。 



＊当該用地の購入については必要ないと考えているため、本議案については賛成で

きない。 

≪審査結果≫ 

賛成多数原案可決 

 

○「議案第１１６号 平成２６年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補

正予算」 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「議案第１２０号 平成２６年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算」 

≪審査結果≫ 

全会一致原案可決 

 

○「請願第７４号 安心してこどもを産み子育てしやすい街づくりを求める請願」 

≪請願の要旨≫ 

本市における保育施策の充実を求めるもの。 

≪理事者の説明要旨≫ 

子ども・子育て支援新制度に関する国への働きかけについて、円滑な運用が行え

るよう、本市はこれまで国に対し、九都県市首脳会議や指定都市市長会等を通じて

要望等、働きかけてきた。さらに、本市の独自要望等、各々の機会を通じて、要望

行動等を行ってきた。 

認可保育所の整備について、本市はこれまで保育ニーズの高まり等に適切な対応

をするため、第２期川崎市保育基本計画（かわさき保育プラン）を策定し、民間の

多様な主体による認可保育所の整備を進めてきた。認可保育所の定員枠の拡大につ

いては、平成２３年度から平成２６年度までに、８３か所、５,９６０人の増を図る

見込みである。 

公立保育所民営化等について、本市はこれまで、認可保育所の運営については、

高まる保育需要への迅速な対応や効果的な保育所運営費の財源確保、多様な保育サ

ービスの効率的な提供の観点から、民間による運営を基本として新設の保育所を整

備し、既存の公立保育所については、本市の社会状況や民間の運営事業者の状況、

さらには職員の退職動向等も考慮しながら、公立保育所の民営化等を進めてきた。

本市における公立保育所の民営化の状況としては、平成１７年度から平成２６年度

までに３３か所３６園の民営化を進め、５７５人の定員増を図った。 

川崎市子ども・子育て会議は、本市の子ども・子育て施策が、地域の子ども及び

子育て家庭の実情を踏まえて実施されていることを担保する上で重要な役割を果た

すことから、保護者や子ども・子育て支援従事者等、子ども・子育てに関係する者

を委員として設置している。 

川崎市保育料改定について、本市の保育料の保護者負担割合は、平成２３年度以

前は国基準保育料額に対して６６．４％だったが、平成２４年度からの３か年で段



階的に保護者負担割合を７５％とし、世帯の所得階層区分の定義及び保育料額は、

受益と負担の適正化を検討するに当たり、世帯の所得階層区分の定義を国基準階層

区分に合わせ、保育料額の階層間差額の均衡を図った。 

保育園で働く職員の労働条件の改善について、子ども・子育て支援新制度開始後

については、幼稚園、保育所、認定こども園の認可基準等を基に、現行の私学助成・

保育所運営費等により実施している施設等の運営の実態等を踏まえた上で、「質の

改善」を反映していく。国の動向を踏まえた設定を本市においても実施するよう調

整を進めていく。 

≪主な質疑・答弁等≫ 

＊子ども・子育て支援新制度移行後の公定価格の設定と事業者の動向について 

現在、国により公定価格の仮単価が示されているが、正式な単価はまだ示さ

れていないため、国の正式な決定を基にして、本市としても加算額を設定する

こととなる。事業者は今後の事業に関する意向を決定する際に、公定価格が一

つの検討材料となるが、現在は仮単価を基に検討している状況である。 

 ＊国が今後示す正式な公定価格が、現行の公定価格と市の加算額よりも低かった場

合の本市の対応について 

    仮に、現行の公定価格と市の加算額よりも低かった場合は、本市が差額分を

上乗せできるよう関係局と調整を行う予定である。また、本市が上乗せ補助を

してきた一部の補助が、新制度では、国で設定する公定価格に含まれることと

なるが、仮にその価格が現行より低かった場合についても、対応を検討する必

要があると考えている。 

 ＊地域型保育事業に係る公定価格等への今後の対応について 

    家庭的保育事業については、新制度移行後も現行制度と類似した運用となる

ため、現行の水準の維持、確保を図っていきたいと考えている。また、小規模

保育事業は、基本的には新制度移行後の新たな事業であるが、現行の認可保育

所の基準を加味しながら、適正な運営が図られるように対応していく予定であ

る。 

 ＊本市の国基準保育料額に対する保護者負担割合に係る他都市との比較について 

    現在では、国基準保育料額に対する保護者負担割合が７０％以上の政令指定

都市は１１市あり、本市は、７５％に設定している。これは、政令指定都市中、

上から４番目の高さであるが、近隣都市の保護者負担割合等と比較して設定し

たものである。 

 ＊子ども・子育て支援新制度移行後の保育料の引上げについて 

    国が現在示している保育料の基準については、現行制度と変更がなく、また

本市では、平成２４年度から平成２６年度までに、３か年で段階的に保護者負

担割合を上昇させてきた経過があるため、平成２７年４月時点では、現行の負

担割合を保持したいと考えている。しかしながら、保育料については、今後の

保育所の整備状況等を鑑みつつ、負担割合の在り方を検討していく必要が生じ

る可能性があると考えている。 

 ＊保育料に関する低所得者層への配慮について 



    低所得者層への配慮として、所得階層区分ごとの保育料額における間差額の

均衡を図っており、低所得者層の保育料については引上げを行っていない。し

かしながら、今後の動向によっては、保育料負担割合の在り方と合わせて検討

していく必要が生じる可能性があると考えている。 

 ＊子ども・子育て支援事業計画の状況について 

    子ども・子育て支援事業計画の策定に当たっては、現在、ニーズ調査の結果

や川崎市子ども・子育て会議における意見、人口推計等を踏まえ、量の見込み

を算出しているところである。計画の策定は、今年度末を予定している。 

 ＊川崎市子ども・子育て会議における市民意見の取扱いについて 

    今年度は子ども・子育て会議において、主に子ども・子育て支援事業計画の

策定に関して審議されているが、子ども・子育て支援新制度に関する各基準等

を策定する際に行ったパブリックコメントの結果や市民説明会等における市民

からの意見に関して報告を行っていることから、市民の意見等を考慮し、審議

されていると認識している。 

 ＊川崎市子ども・子育て会議における協議内容の市民への公開について 

    子ども・子育て会議の議事録については公開されており、審議内容について

市民は知ることができる。 

 ＊子ども・子育て支援新制度利用者説明会の開催状況と市民の反応について 

    説明会を４回開催したところ、子育てに携わる保護者が多く参加し、各説明

会とも１００名を超える参加者があった。説明会では、新制度移行後の保育所

申込み等の手続方法や、認定こども園や小規模保育等の施設等、体系の増加に

関する意見や質問等が多かった。 

 ＊保育所で働く職員の処遇改善について 

    現在国が示している新制度移行後の公定価格の仮単価では、これまで国では

採用していなかった加算分の施設給与改善費等が新制度移行後は公定価格に含

まれるようになっているため、職員の処遇改善は図られるものと考えている。 

＊保育士の確保に係る今後の職員の処遇改善について 

保育士の確保のため、子ども・子育て支援新制度の効果等を考慮しつつ、本市

として独自に職員の処遇改善について取り組んでいきたいと考えている。 

 ＊公立保育所の民営化によるメリットについて 

    保育所の民営化により、延長保育や一時保育の実施、３歳以上の主食の提供

の実施、また、一部の保育所における地域子育て支援センターの併設や、休日

保育の実施など多様な保育サービスの提供の実現を図っている。 

＊保育の質の確保に関する取組について 

受入枠の拡大を目的とし、認可保育所の整備と同時に川崎認定保育園制度等

を整備した経過があるが、認定保育園で働いている職員の質や保育の質につい

ては、今後さらに、行政が関与し、指導、監督を行っていく必要があると考え

ている。厳しい財政状況の中であるため、ハード面とソフト面の両面による認

可、認可外の保育施設の連携、強化等を検討し、保育の質の確保に向け、機能

強化に努めていきたい。 



≪意見≫ 

＊保育所の民営化を行った当初、市民からも不安の声があったが、実施後はサービ

スの効率的な提供等が可能となっている。今後も民営化を進めていくに当たって

は、民営化によるメリットに関する情報について、広報等を行ってほしい。 

＊保育所によって保育サービスの内容に非常に差があると感じている。監査、指導

体制を強化し、本市の保育の質の維持、向上に努めてほしい。 

＊子育て世代の経済状況に関しては、非正規雇用等安定しない収入で生活せざるを

得ない者が多く、また労働環境に起因して、保育所等の利用申請が増えているこ

とから、平成２７年度以降の保育料の保護者負担割合については引き上げないよ

うにしてほしい。 

＊保育料に関しては、受益者負担による適正な価格の負担について、一定の理解を

するところではあるが、低所得者層や中間所得者層への十分な配慮をしてほしい。 

≪取り扱い≫ 

・保育の質や環境等を整えていくためには、公立保育所の民営化はこれ以上行うべ

きではないと考える。また、子ども・子育て支援新制度の導入に伴って、今後、

子ども・子育て支援事業計画の検討がされることから、本請願については、継続

審査とすべきと考えていたが、不採択との意見が多い。採決を行うのであれば、

不採択とすべき願意とは思わないため、採択すべきである。 

・子ども・子育て支援新制度の方向性をおおむね支持し、保育所の民営化等に関す

る保育施策に関しては、推進していくべきと考える立場であることから、本請願

とは相容れないため、賛成できず、不採択とすべきである。 

・国において待機児童の定義の基準を設定する動きがあることや、これまで運営費

の財源確保や効果的・効率的なサービス提供の観点から公立保育所の民営化に関

する議案について賛成してきたこと、また、保育料の減額についても本市の財源

の考慮の必要性や子ども・子育て支援新制度の導入に当たって、国や他都市等の

動向等を注視していく必要があると思われることから、請願には賛成できず、不

採択とすべきである。 

・公立による保育所運営であれば必ずしも保育の質を維持できるとは思えず、民営

による質を維持した保育所運営について注力すべきと考える。そのため、本請願

には賛成できず、不採択とすべきである。 

・良質な保育所の運営についての判断は、公立による運営であるか、民間による運

営であるかといった観点で決められるものではなく、それぞれによる運営に長所、

短所があるものと理解している。両方の運営により、バランスの取れた保育施策

を行っていくべきものと考えているため、本請願には賛成できず、不採択とすべ

きである。 

・保育所の民営化による保育の質の確保等については、議会でも幾重にもわたり議

論、確認を行っている経緯があり、行政としても財政の効率化を図りつつ、質の

確保はしていくことを十分に認識していると思われる。これまでの経緯からして

も、本請願には賛成できず、不採択とすべきである。 

≪審査結果≫ 



賛成少数不採択 


